
議案第１２号

杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成３０年２月９日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区行政財産使用料条例の一部を改正する条例

杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第２（４）高井戸区民事務所の項中

「
高井戸会議室 洋室１ １３２．７ ２，９００円 １，９００円 １，９００円 ７００円

洋室２ ７６．５ １，５００円 １，０００円 １，０００円 ３００円

和室 ４５．５ １，０００円 ６００円 ６００円 ２００円

浜田山会議室 洋室１ ９４．９ ２，０００円 １，３００円 １，３００円 ５００円 を

洋室２ ３８．４ ７００円 ５００円 ５００円 １００円

洋室３ ３０．０ ６００円 ４００円 ４００円 １００円

和室 ２８．５ ５００円 ３００円 ３００円 １００円

」

「
浜田山会議室 洋室１ ９４．９ ２，０００円 １，３００円 １，３００円 ５００円

洋室２ ３８．４ ７００円 ５００円 ５００円 １００円

に
洋室３ ３０．０ ６００円 ４００円 ４００円 １００円

和室 ２８．５ ５００円 ３００円 ３００円 １００円

」

改め、同表（５）を次のように改める。

(５) 削除

附 則

この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、別表第２（５）の改

正規定は、公布の日から施行する。



（提案理由）

高井戸区民事務所高井戸会議室等の目的外使用を廃止する必要がある。


